
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

10月28日発行

Vol.519

●被災自治体News

●時 間 午前8時30分～午後８時

●場 所 三条市選挙管理委員会事務局

（三条市役所第二庁舎１階101会議室）

三条市役所
三条庁舎

選挙管理委員会
事務局

第二庁舎

問い合わせ
三条市選挙管理委員会事務局

0256-34-5594（直通）TEL

投票済みの用紙を避難元市町村に郵送する必要があり
ます。
投票日までに着くよう、早めの投票をお願いします。



被災自治体News
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25     ～28
10 月

10月25日、原町高等学校に移動期日前投票所が設置されました。

これは、第49回衆議院議員総選挙にあたり、高校生の政治や選挙への関心を向ける機会の創出、若

年層の投票率向上を目的として、バスを利用した移動期日前投票所を市内3カ所の高等学校に設置する

ものです。

木

22
10 金

10月22日、令和3年度の新米出発式および新米発表会をふくしま未来農業協同組合そうま地区本部

で開催しました。

出発式のセレモニーが行われた後､早速､新米を積んだ大型トラックが会場から出発していきました。

出発式後に開かれた新米発表会では、「南相馬米 コシヒカリ」の

新パッケージが披露されました。昨年度に発売した「南相馬米 天の

つぶ」のパッケージに合わせてデザインされたもので、グリーンを

基調とした新パッケージです。

会場には杉並区にあるレクトサンドカフェさんが作ったビーガン

向けのベジビビンパとライスコロッケが10月23日の店頭販売に先

駆けて振る舞われました。

放課後に設置された移動期日前投票所には多くの生徒らが集まり、思い

思いの一票を投じていました。10月26日（火）は小高産業技術高等学校、

10月28日（木）は相馬農業高等学校に設置します。



被災自治体News

21
10 木

10月21日、鹿島生涯学習センターで災害時の停電対策に関する運用訓練が実施されました。

この訓練は、福島県と福島県自動車販売店協会が締結している「災害時における電動車両等を利用

した停電対策等に関する協定書」に基づき行われました。

参加した職員は、災害発生から給電車の要請から停電復旧までの一連の流れを訓練しました。

用意された車3台は車種によっ

て給電方法が異なるため、それぞ

れの給電方法を確認したほか、車

を1500Wの電源として使用した

際に、実際どの程度の電気製品を

使用できるかも確認しました。

2210 金

9月以降、市内で自転車が関わる交通事故が多発していることか

ら、市役所本庁舎正面玄関で南相馬警察署主催による交通事故防止

イベントが開催されました。

当日は、自転車シミュレーターが設置され、多くの人々が操縦体

験を行いました。操縦体験をした参加者はシミュレーターの結果を

基に交通ルールの再確認を行い、安全運転を誓っていました。

浜通り×さんじょうライフvol.519 3



新型コロナウイルスワクチン接種済証の再発行（発行）について

10月26日HP更新

新型コロナウイルスワクチンの接種後、接種年月日・接種場所・接種したワクチンの情

報が記載された「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）」または「新型コロ

ナワクチン接種記録書」を接種会場にてお渡ししています。

接種済証または接種記録書を紛失し、新型コロナウイルスワクチン接種済証の再交付

（交付）を希望する方に対し、申請により再発行（発行）します。

「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証

（臨時）」または「新型コロナワクチン接種

記録書」をお持ちの方は、そちらで接種の事

実を証明できます。

対象者

南相馬市に住民票がある方

現在、南相馬市に住民票があっても、2回の接種のうち、他市町村に住民票があると

きに接種を受けた部分については、再発行（発行）できません。

接種を受けた日に住民票があった市町村に問い合わせてください。

被災自治体News

次ページへ続きます

注意

注意

南相馬市からのお知らせ
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申請方法

郵送のみの受け付けとなります。必要書類を添えて郵送してください。

新型コロナウイルス予防接種済証再交付申請書 [Word]

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/55/corona_vaccine_saikofu_shinsei.docx

【申請書の送付先】

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27

南相馬市役所 新型コロナ対策課

新型コロナウイルスワクチン接種済証担当 宛

必要書類

1．本人または同一世帯の方が申請する場合

⑴ 申請書

⑵ 被接種者(証明を受ける者)の本人確認書類(運転免許証､健康保険証､マイナンバーカー

ドなど)の写し

返送先と本人確認書類の住所が異なるときは、返送先住所を確認できる資料の写しも

同封してください。

⑶ 返送先を記入し、返信用切手(定形封筒の場合は84円)を貼った返信用封筒

2．代理申請の場合

⑴ 申請書

申請書の下部にある「委任状」も必ず記入してください。

⑵ 被接種者(証明を受ける者)の本人確認書類(運転免許証､健康保険証､マイナンバーカー

ドなど)の写し

⑶ 代理申請者の本人確認書類(運転免許証､健康保険証､マイナンバーカードなど)の写し

⑷ 返送先を記入し、返信用切手(定形封筒の場合は84円)を貼った返信用封筒

本人確認書類の裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも提出してください。

マイナンバー通知カードは本人確認書類として認められませんので、ご注意ください。

その他

接種済証の発行手数料は無料です。

受け付けから発行まで1週間程度掛かりますが、申請書類に不足がある場合などについ

ては、さらにお時間をいただくことがあります。

被災自治体News

注意

注意

注意

注意

問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-268-237
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11月30日（いいみらい）は「年金の日」です

10月22日HP更新

厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期

の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日（いいみらい）を「年金の

日」としています。

この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えて

みませんか。

ねんきんネットについて

「ねんきんネット」を利用すると、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年

金記録を確認できるほか、次のようなさまざまな機能が利用できます。

将来の年金見込額の試算

電子版「ねんきん定期便」の閲覧

受給に関する各種通知書の確認 など

利用方法

以下の2つの方法があります。

マイナポータルからログイン

日本年金機構のホームページからログイン

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

被災自治体News

問い合わせ 市民生活部 市民課 保険年金係 0244-24-5233TEL
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被災自治体News

福島県初となる｢震災遺構 浪江町立請戸小学校｣が
開館しました

請戸小学校は明治6年(1873年)に開設され、請戸地区の学び舎として地元の人に愛されてきました。

現在の校舎に建て替えたのは平成10年(1998年)でした。

震災では津波により校舎の1階部分は浸水し、その被害は2階床面にまで及びました。

津波の被害は、請戸地区のほとんどの家屋が流失し、町全体で181人、うち請戸地区にお住まいだ

った154人がお亡くなりになるという大きな被害となりました。

しかしながら、学校では教職員の適切な避難誘導、地域の方々のご協力、そして児童の懸命な避難に

より誰も命を落とすことはありませんでした。

震災前は地域の学び舎として、そしてこれからは震災を伝承していく施設として、また請戸地区の

方々の拠り所として、多くの皆様に見に来ていただき学び考えていただく施設になります。

10月24日

浪江町からのお知らせ
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被災自治体News

【10月24日開館】 震災遺構 浪江町立請戸小学校

10月22日HP更新

2011(平成23)年3月11日の東日本大震災の脅威や教訓とともに地域の記憶や記録を

後世に伝え、防災意識の向上を役立てるため、被災した町立請戸小学校を震災遺構として

一般公開します。

開館時間

午前9時30分～午後4時30分（最終入館 午後4時まで）

来館者が多いときは、入場制限などをすることがあります。

休館日

毎週火曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）、年末年始（12月28日～1月4日）

臨時休館する場合があります。

運営カレンダー（10月～12月）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15181.pdf

入館料

※小学生未満 無料

【団体での見学について】

団体（20人以上）での見学については、事前に申し込みが必要です。

来館日の2週間前までに団体予約申込書に必要事項を記入のうえ、Faxで

お申し込みください。（電話のみでの予約は受け付けていません。）

団体予約申込書 [PDF]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15215.xlsx

団体予約申込書 [Excel]

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/15216.pdf

区分 個人 団体（20人以上）

一 般 300円 250円

高校生 200円 150円

小・中学生 100円 50円

注意

注意

次ページへ続きます
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被災自治体News
所在地

浪江町大字請戸字持平56

【駐車場】

普通車20台／大型バス5台／身障者用2台

お願い

【新型コロナウイルス感染症予防について】

来館の際は、以下の感染症対策に協力をお願いします。

マスクの着用

入館時の検温、手指の消毒

ソーシャルディスタンスの確保

体調不良時の来館自粛

【その他】

雨天時は滑りやすくなる場所があります。注意して見学してください。

見学ルートには屋外部分があります。雨天時は雨具などを準備してください。

【問い合わせ・申込先】

震災遺構 浪江町立請戸小学校 0240-23-7041

※窓口対応中などで繋がらないことがあります。

その際は、時間をおいて掛け直してください。

【団体見学、教育旅行、取材撮影などの申し込み・相談など】

浪江町教育委員会事務局 郷土文化係 0240-34-0253

0240-34-3659

次ページへ続きます

TEL

TEL

FAX
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被災自治体News
よくある質問（Q&A）

Q. 見学時間はどれくらいかかりますか。

個人差はありますが、おおむね1時間程度かかることが見込まれます。

Q. 写真撮影はできますか。

撮影可能です。

ただし、映像（動画）資料の撮影などはご遠慮ください。

Q. 震災遺構にトイレはありますか。

管理棟内にトイレがあります。

Q. 体の不自由な人が利用する場合の設備はありますか。

専用駐車場2台、多目的トイレ、エレベーター、屋外スロープを設置しています。

車いすを貸し出しています（1台）。

Q. 施設内での飲食はできますか。

敷地内での水分補給以外の飲食はご遠慮ください。

ゴミは持ち帰りをお願いします。

Q. 施設内での喫煙はできますか。

施設内および敷地内すべて禁煙となっています。

Q. ペット同伴での入館はできますか。

ペットの同伴はご遠慮ください。

ただし、盲導犬など、身体障がい者補助犬は同伴することができます。

問い合わせ 教育委員会事務局 郷土文化係 0240-34-0253TEL

【震災遺構】臨時駐車場のご案内

11月7日（日）に震災遺構浪江町立請戸小学校の校庭を式典会場として、第4回

ふくしま植樹祭が開催されます。

当日は、震災遺構の駐車場が利用できませんのでご注意ください。

・駐車場が利用できない日 11月7日（日）

・臨時駐車場 請戸水産加工団地内

※ 当日は、請戸水産加工団地から震災遺構までの臨時送迎バスを運行します。
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被災自治体News

令和4年度双葉町職員・任期付職員採用候補者試験 受験案内

10月20日HP更新

1 受付期限と試験日

受け付けは、月曜日から金曜日の業務時間内（午前8時30分～午後5時15分）

郵送による申込書提出の場合は、11月18日(木)までの消印有効

申込用紙は、双葉町いわき事務所総務課（2階事務室）で交付します。

また、申込書はホームページからのダウンロードや郵送による請求も可能です。

※郵送による請求方法は、下記「8 受験手続および受付期間」をご覧ください。

申込書の提出先は、双葉町いわき事務所総務課となります。

また、申込用紙には添付する書類がありますので、早めに手続きをお願いします。

2 試験職種と採用予定人員

3 受験資格

次ページへ続きます

受付期限 11月22日(月)

試験日 12月上旬(予定) ※応募者へ個別に通知します

職種 職務内容 採用予定人員

一般行政職
(任期付職員)

窓口における届出受付、相談、助成、広報、指導などの業務、帳票作
成、文書整理、データ入力などに関する業務

若干名

一般行政職
・用地事務

(任期付職員)

事業用地の調査業務、事業用地取得に係る交渉および契約ならびに登
記業務、事業用地の物件などの調査・積算、補償に関する業務

若干名

土木職
(一般職員

・任期付職員)

災害復旧事業(道路、下水道、橋梁)、復興拠点整備事業(造成、上下水
道)に係る設計、積算業務および発注、工事監督業務

若干名

農業土木職
(一般職員

・任期付職員)

ほ場整備、農道、かんがい排水設備整備、被災農地復旧、農対環境整
備に係る調査、設計および監督業務

若干名

保健師
(一般職員

・任期付職員)
健康支援業務、母子保健、成人保健などに関する指導、保健事業用務 若干名

学芸員
(一般職員)

双葉町に関する歴史資料などの調査・研究業務および歴史資料などの
収集・保存・活用(震災アーカイブスを含む)に関する業務ならびに一
般行政事務

若干名

職種 受験資格

一般行政職
(任期付職員)

パソコンの基本操作(文書作成や表計算処理など)ができる者
※年齢、学歴は問いません。

双葉町からのお知らせ
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被災自治体News

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。

⑴ 日本国籍を有しない者

⑵ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがな

くなるまでの者

⑶ 本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

４ 試験の方法および内容

一般職員

次ページへ続きます

職種 受験資格

一般行政職
・用地事務

(任期付職員)

民間企業(公団・財団を含む)や公的機関(国、地方自治体)などにおいて、用地取得や
登記事務、戸籍(相続調査など)関係事務などに関する実務経験を5年以上有する者
※年齢、学歴は問いません。

土木職
(一般職員)

昭和51年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、通算3年以上の土木職経
験を有する者
※学歴は問いません。

土木職
(任期付職員)

通算3年以上の土木職経験を有する者
※年齢、学歴は問いません。

農業土木職
(一般職員)

昭和51年4月2日から平成12年４月1日までに生まれた者で、通算3年以上の土木職経
験を有する者または高等学校、大学などで農業に関する過程を修めて卒業または修了
した者

農業土木職
(任期付職員)

通算3年以上の土木職経験を有する者または高等学校、大学などで農業に関する過程を
修めて卒業または終了した者

保健師
(一般職員)

昭和51年4月2日以降に生まれた者で、保健師資格免許所有者又は令和４年３月までに
取得見込の者
※学歴は問いません。

保健師
(任期付職員)

保健師資格免許所有者又は令和４年３月までに取得見込の者
※年齢、学歴は問いません。

学芸員
（一般職員）

昭和５１年4月2日以降に生まれた者で、学芸員資格所有者又は令和４年３月までに取
得見込の者かつ考古学・歴史学又はそれに準ずる分野を専攻した者
※学歴は問いません。

試験職種 試験種目 出題分野および試験内容

土木職
農業土木職

保健師
学芸員

社会人基礎試験(筆記)
社会人関心と理解について問う分野、言語的な能力を問う分野、
論理的な思考力を問う分野
社会人の職務・職場への適応性を性格傾向の面から検証する

論文試験 文章による表現力、課題に対する理解力などをみる

口述試験 個別面談による人物評価

身体検査 医師発行の健康診断書を提出
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任期付職員

5 試験の期日および場所

6 合格者の発表・採用

⑴ 合格者の発表は、令和4年1月下旬頃に双葉町いわき事務所掲示場に掲示するほか、

合否の結果を受験者全員に通知します。

⑵ 合格者は採用候補者名簿に記載され、令和4年4月1日以後欠員が生じた都度採用され

ます。（この採用候補者名簿の有効期間は原則として、1年間です）

※例えば、令和4年4月1日付けで採用されたときは、

最低でも令和4年9月30日までの期間は条件附職員として役場の行政事務補助員と

して業務に就いてもらい､適性を判断した後、各課に正職員として配属になります。

したがって、正式採用は、令和4年10月1日以後になります。

また、この条件附採用職員の期間に職員として相応しくないと判断されたときは、

正式採用されないことがありますのでご留意願います。

⑶ 任期付職員の任期は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの予定ですが、業務

の進捗に応じ、最大5年間まで任期を延長することがあります。

受験者本人ならびに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図る

ための行為をした場合は受験資格を失います。

また、採用後この事実が明らかとなった場合は採用が取り消されます。

7 給与など

⑴ 給料は町の条例などに基づき、学歴、職歴などにより調整のうえ決定します。

なお、任期付職員については、任期中の昇級はありません。

⑵ 上記⑴のほか、給与条例の規定に従い、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手

当、期末手当および勤勉手当などが支給されます。

⑶ 勤務時間は、1週間あたり38時間45分で、週休日および祝日を除いて午前8時30分

から午後5時15分までとなります。

⑷ 年次有給休暇、特別休暇などの各種休暇制度が適用されます。

次ページへ続きます

期 日 場 所 合格発表

令和3年12月上旬(予定)
※応募者へ個別に通知します

双葉町いわき事務所
（いわき市東田町2-19-4）

令和4年1月下旬予定

試験職種 試験内容

一般行政職
一般行政職・用地事務

土木職
農業土木職

保健師

(ア)論文試験 文章による表現力、課題に対する理解力などをみる
(イ)口述試験 個別面接による人物評価
(ウ)身体検査 医師発行の健康診断書を提出

注意
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8 受験手続および受付期間

⑴ 申込用紙の請求

申込用紙は、双葉町いわき事務所総務課で交付します。郵便で請求する場合は、封筒の

表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、120円切手を貼った宛先明記の返信用

封筒（角形2号：240ミリ×332ミリ）を必ず同封して、 双葉町いわき事務所総務課へ

郵送してください。

郡山支所、埼玉支所での申込用紙交付および郵便請求による申し込みはできません。

申込用紙は、町ホームページからダウンロードすることもできます。

⑵ 申込方法

申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて 双葉町いわき事務所総務課へ提出し

てください。

また、郵送により提出する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きし、必要

書類を添えて必ず簡易書留で郵送してください。

【必要書類】

○84円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長形3号：120ミリ×235ミリ）

○職務経歴書

○履歴書（市販のものでも可能、必ず写真貼付）

○誓約書

○面接カード

○戸籍抄本

○健康診断書

【提出期限】11月22日(月)

郵送の場合は、11月18日(木)までの消印のあるものに限り受け付けます。

⑶ その他

① 受験票を受領したときは、最近6カ月以内に撮影した本人の写真(上半身、脱帽、正面

向き、縦6cm×横4.5cm)1枚を写真欄に貼って受験当日必ず持参してください。

受験票がない場合または受験票に写真が貼られていない場合は受験できません。

② 受験の際は、黒ボールペンまたは万年筆、HBの鉛筆と消しゴムを持参してください。

これ以外の筆記用具は使用できません。また、昼食は受験者各自で用意願います。

③ 試験当日、自家用車で来る方は、いわき事務所第1駐車場を利用してください。

電車を利用する方は、JR常磐線「植田駅」で降りてください。

いわき事務所までは徒歩約5分です。

次ページへ続きます

注意

注意

注意
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⑷ 申込書様式など

職員申込書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/01-1.pdf

職員申込書（記載例）

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/01-2.pdf

任期付職員申込書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/02-1.pdf

任期付職員申込書（記載例）

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/02-2.pdf

職務経歴書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/03.pdf

誓約書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/04.pdf

面接カード

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/05.pdf

健康診断書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/06.pdf

職員採用候補者試験受験案内

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13633/07.pdf

【問い合わせ先】

〒974-8212 福島県いわき市東田町2-19-4

双葉町いわき事務所総務課行政係 0246-84-5201TEL
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市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.10.28現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.51916

交流ルームひばり通信

１０月・１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１０／２９ ３０

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

３１ １１／１ ２ ３ ４ ５ ６

ひばり休み ひばり休み

文化の日

ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日・水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。

避難先住所等の届け出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


